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検
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町有施設

改修標仕　（平成１６年版）

ゴム長靴

【１】　工　事　概　要

【４】　工　事　仕　様

２．項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

３．特記事項は、●印の付いたものを適用する。●印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　※印と●印の付いた場合は、共に適用する。※印が抹消された場合は、●印のもののみ適用する。

４．そ　の　他

【３】　工　事　区　分

設計図書による。

別契約の施工上密接に関連する工事との取合い部分が発生する場合は、別紙工事区分表による。

すべての設計図書は、相互に補完するものとし、相違がある場合は、上記の順番を優先順位とする。

【２】　適　用　範　囲

現場説明事項書（質疑回答書を含む）、本特記仕様書、図面、標準仕様書に示す範囲とする。

１．工　事　場　所

２．敷　地　面　積

上記の標準仕様書とは、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築物解体工事共通仕様書

平成１８年版をいう。（以下、これを「解体共仕」という。）

本書に特に記載のない事項にあっても、すべて、「解体共仕」の適用を受けるものとする。

１．設計図書による。設計図書に記載されていない事項は、「解体共仕」のほか別記の適用基準による。

４．項目及び特記事項に記載の（　）内表示番号は「解体共仕」の当該項目、当該図又は当該表を示す。

３．建築物概要（別紙参照）

・解体工事に伴う電気設備・機械設備工事

建　築　解　体　工　事　特　記　仕　様　書

章　　項　　　目　　　　特　　　　記　　　　事　　　　項

※本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のもの

※下記材料品目は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材

とする。ただし、同等のものとする場合は監督職員の承諾を受ける。

また、同評価事業の評価を受けたものを使用する場合は、評価書の写しを監督職員

に提出し、その確認をもって、品質・性能の確認があったものとすることができる。

（評価名簿によるもの）

無収縮グラウト材（プレミックス型、現場調合型）、押出成形セメント板、

ルーフドレイン、吸水調整材（モルタル用）、アルミニウム製建具、鋼製建具、

自動扉機構（制御装置・駆動装置、検出装置、制御装置・駆動装置・検出装置）、

ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレン（以下「ホルムアルデヒド等」と

いう。）を発散する建築材料等

等品質性能評価事業建築材料評価名簿（平成１６年版）」　にある材料とする。

床型枠用鋼製デッキプレート（フラットデッキ）、鉄骨柱下無収縮モルタル、

成形伸縮目地材、乾式保護材（防水立上部）、陶磁器質タイル（陶器質タイル、

せっ器質タイル、磁器質タイル、再生材利用タイル）、

保水性床タイル及びブロック（耐凍害用）、既製調合モルタル（タイル工事用）、

鋼製軽量建具、ステンレス製建具、錠前類（本締り付きモノロック、シリンダー箱錠

自閉式上吊り引戸機構（手動開き式）、重量シャッター、軽量シャッター、

防水剤、ビニル床シート、ビニル床タイル、現場発泡断熱材、

トイレブ－ス、煙突用成型ライニング材、天井点検口、床点検口、グレーチング、

インターロッキングブロック、人工屋上緑化用システム、トップライト、

エポキシ樹脂、ポリマーセメントモルタル、タイル張替え用接着剤、

既製調合目地材、鋳鉄製マンホール蓋

※家具、書架、実験台、その他什器（合板、接着剤、塗料を使用したもの）はホル

　ムアルデヒド等を発散しないか、極めて少ないものとする。

（注）ＪＩＳ又はＪＡＳの規格品の使用についてはＦ☆☆☆☆を基本とし、該当する材

　　料がない場合は、Ｆ☆☆☆又はその同等品（旧ＪＩＳ及びＪＡＳにおけるＦｃ０、

　　Ｅ０のものを含む）とする。

　　質安全データシート）を提出のうえ監督職員の承諾を得ること。

　　ホルムアルデヒド等化学物質を発散する建築材料については、ＭＳＤＳ（化学物

※壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート及び巾木等の施工時に使用する接着剤は

　トルエン等の含有量が少ない規格品を使用する。

※塗料はトルエン等の含有量が少ない規格品を使用する。

クロルピリホス、ダイアジノン及びフェノブカルブ（以下「クロルピリホス等」と

いう。）を含有する防腐、防蟻剤

※木材保存（木材の防腐、防蟻処理）剤はクロルピリホス等を含有しない非有機

　リン系の薬剤とし、加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い、充分乾燥した後に

　現場に搬入する。

塗料及び接着剤

可塑剤を使用している建築材料等

※壁紙用接着剤は、フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を

　含有しない難揮発性の可塑剤を使用している規格品とする。

※木工用接着剤は、フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を

　含有しない難揮発性の可塑剤を使用している規格品とする。

石綿を含有する製品は使用してはならない。

※設計図書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。

建築基準法に基づき定められた風速及び地表面粗度区分

多雪地域の指定　　※なし　　　○あり

地表面粗度区分　　○Ⅰ　○Ⅱ　●Ⅲ　○Ⅳ

●公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

※本工事の施工にあたり、請負契約書第１０条に基づく現場代理人は、主任技術者

　又は監理技術者と同様、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係のある者を選任し

　なければならない。

○敷地調査共通仕様書　　　　建設大臣官房官庁営繕部監修　　　　（平成１１年版）

○建築鉄骨設計基準　　　　　建設大臣官房官庁営繕部監修　　　　（平成１０年版）

※公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

トルエン、キシレン及びエチルベンゼン（以下「トルエン等」という。）を含有する

風速（Ｖｏ）　　　　　※３２　○　　（平成１２年５月３１日建設省告示第１４５４号）

シリンダー本締り錠）、クローザー類（ト゛アクローサ゛ー、ヒンシ゛クローサ゛ー、フロアヒンシ゛）

オーハ゛ーヘット゛ト゛ア、ガラス（熱線反射カ゛ラス、倍強度カ゛ラス、熱線吸収板カ゛ラス、

網入板カ゛ラス・線入板カ゛ラス、型板カ゛ラス、フロート板カ゛ラス）、ガラスブロック（中空）、

フリーアクセスフロア（３０００Ｎ、５０００Ｎ）、可動間仕切、移動間仕切（スライテ゛ィンク゛ト゛ア）、

 　　に対する性能

章　　項　　　目　　　　特　　　　記　　　　事　　　　項

※「排ガス対策型建設機械」又は「排ガス浄化装置」を装着したもの及び「低騒音型、

　低振動型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を使用すること。

　（詳細は現場説明事項書参照）

施工範囲

※月報は毎月２０日に〆め、２５日までに提出する。

※日報は監督職員の指示による。

※週報は毎週（　）曜日に提出する。

※適用する。　（適用事項は、現場説明事項書による。）

　　　　　の作成・提出

※請負者は、工事完成時に、建退共運営実績報告書を提出しなければならない。

　台帳（下請契約書等添付）及び施工体系図を作成し、監督職員に提出しなければ

　ならない。

※施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲される。　

※工事写真の撮り方（改訂２版）建築編（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に

　よるほかは監督職員の指示による。

○

○

○

○外　　　　観

屋　　　　内完

成

時

※下記のものを監督職員に提出する。

　規格等は監督職員の指示による。

※完成写真撮影場所は、監督職員の指示による。

※完成写真をスキャナーで取り込み、そのデータを提出する。（ファイルの種類：

　ＪＰＥＧ　読取解像度：３００ＤＰＩ程度）

※１

原版の大きさ（㎜）分　類　・　規　格

※カラーサービス版

※カラーサービス版

※２４×３６以上

※２４×３６以上

○２４×３６以上

※６０×７０以上

※１

※２

※２

●着工前及び工事中の工事写真に限り、デジタルカメラ使用を可とする。この場合の

○カラーサービス版

●カラーキャビネ版 ●６０×７０以上

○２４×３６以上

○カラーパネル半切

●カラーキャビネ版

●完成写真撮影業者は、監督職員の承諾する撮影業者（建築写真専門業者）とする。

●完成写真は、ネガとも提出とする。

　ほか、これ以上の工事であっても、原則として、国土交通省令に従い、施工体制

（　　１０　）箇所

※適用する ○適用しない

　　責任者 ●建設副産物対策の責任者

●特別管理産業廃棄物管理責任者

●産業廃棄物処理責任者

　なお、責任者は兼任することができる。

※適用する ○適用しない

※　現場説明事項書による。

○引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○現場において再利用を図るもの、再生資源化を図るもの。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※産業廃棄物管理票（マニュフェスト）制度により、適正な処理を行うこと

※産業廃棄物の処理を委託する場合は、運搬と処分についてそれぞれの許可業者と

処理委託料を記載した「処理委託契約書」により委託契約すること。

処理計画書等の提出

※再生資源利用促進計画書、再生資源利用促進実施書　を提出する

※建設発生土及び建設副産物処理計画書、建設発生土及び建設副産物処理報告書

　を提出する

※工事現場から産業廃棄物を運搬する車両（自己運搬を含む）には、法令に従い

　車両側面への表示及び書面の備え付けを行うこと。（現場説明事項書参照）

　法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律　施行令第６条第１項第１号

●指定副産物以外の搬出

●指定副産物の処分地

●指定地処分

●指定地処分

●特別管理産業廃棄物の処理

※図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強

※図示した壁、天井の仕上材、下地材の切込み及び下地材の補強

施工図

○駆動装置が電動による建具類の二次配線及び操作スイッチ

○自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

　　　　　　　で撤去処分とする。

　　　　　　※和風大便器設備機器類基礎及び設備打込み配管等については建築工事

　　　　　　（１．１．４）

　　　　　　　　（１．１．５）

　　　　　　（１．２．３）

※　建築基準法、環境基本法（平成５年法律第９１号）、騒音規制法（昭和４３年法律第

　　９８号）、振動規制法（昭和５１年法律第６４号）、大気汚染防止法（昭和４３年法律第

　　利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号。以下「資源有効利用促進法」と

　　いう。）建設リサイクル法その他関係法令等によるほか、「建設副産物適正処理

　　推進要綱」（平成５年１月１２日　建設省経建発第３号。以下「副産物処理要綱」と

　　いう。）に従い、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉塵、臭気及び大

　　気汚染又は水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。

※　建設事業及び建設業のイメージアップにために、作業環境の改善、作業現場の美

　　化等に努める。

※産業廃棄物税について

（１）　平成１７年４月１日より「京都府産業廃棄物税条例」に基づき導入された産業

　　廃棄物税（以下「産廃税」という。）は、京都府内の 終処分施設に搬入され

　　る産業廃棄物について課税されるものである。

（２）　また、中間処理施設に搬入された産業廃棄物においても、リサイクル後の

　　処理残滓等が 終処分場に搬入される場合は、 終処分場に搬入される量に

　　対して課税される。

（３）　なお、本工事においても、産廃税相当額を見込んでいる。

おいて当該廃棄物の破砕、切断等は行わないこと。ただし、以下の場合はこの

限りではない。

当該廃棄物の運搬が原型のままでは著しく困難の場合に、湿潤化等アスヘ゛ストが飛

散しないよう措置を講じた上で、当該運搬に必要な限度において行う切断等

ア

（なお、当該切断に伴い排出される粉末状や小片の非飛散性アスヘ゛スト廃棄物に

ついては、袋詰めを行うこと。）

当該廃棄物の溶融処理を行うに当たり、屋外へアスヘ゛ストが飛散しないよう措置を

講じた上で、当該溶融処理に必要な限度において屋内で行う破砕等

終処分場において独自に受入条件が定められている場合において、当該条件

に合致させるために必要な限度で屋外へアスヘ゛ストが飛散しないよう措置を講じた

上で、屋内で行う破砕等（なお、当該破砕等に伴い排出される粉末状や小片の

非飛散性アスヘ゛スト廃棄物については、袋詰めを行うこと。

イ

ウ

　（２）　排出事業者（請負業者）は非飛散性アスヘ゛スト廃棄物の処理を委託する際には、

委託契約書に非飛散性アスヘ゛スト廃棄物である旨を明記するとともに、産業廃棄物

管理票の交付に当たっては、「産業廃棄物の種類」の欄の余白に「非飛散性

アスヘ゛スト」である旨を記載し、他の廃棄物と区分して排出すること。

※請負者は、建設業法第２４条の７（請負金額４，５００万円以上の場合）の規定による

　　　　　（１．３．２）

　　　　　　（１．３．１０）

※「非飛散性アスヘ゛スト廃棄物の取扱いに関する技術指針」に係る留意事項について

（１）　非飛散性アスヘ゛スト廃棄物に含まれるアスヘ゛ストの飛散を防止するため、処理の過程に

章　　項　　　目　　　　特　　　　記　　　　事　　　　項

適用する技能士の技能検定における選択作業

仮設工事

鉄筋工事

コンクリート工事

工事種別

○鉄筋組立作業

○左官作業　　　　　　　　　　　○型枠工事作業

○コンクリート圧送工事作業

鉄骨工事

○金属製カーテンウォール工事作業カーテンウォール工事

防水工事

○ウレタンコ゛ム系塗膜防水工事作業

○合成コ゛ム系シート防水工事作業

○塩化ヒ゛ニル系シート防水工事作業

石工事 ○石張り作業

タイル工事

木工事

屋根、とい工事

○タイル張り作業

○大工工事作業

○内外装板金作業　　　　　　　　○かわらぶき作業

金属工事

左官工事

塗装工事

建具工事

○鋼製下地工事作業

内装工事

○カーヘ゜ット系床仕上工事作業　　○壁装作業

稙栽工事 ○造園工事作業

○とび作業

○建築工事作業

○左官作業

●とび作業

フ゛ロック・ＡＬＣハ゜ネル工事

○ヒ゛ル用サッシ施工作業○カ゛ラス工事作業
○フ゜ラスチック系床仕上工事作業　　○ホ゛ート゛仕上施工作業

○コンクリートフ゛ロック工事作業　　○ＡＬＣハ゜ネル工事作業

○アスファルト防水工事作業○シーリンク゛防水工事作業

※労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令に

　従い、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。

防護シート等

外部足場

材料、撤去材等の運搬方法

月策定）」の「手すり先行工法による足場の設置基準」のてすり先行工法により

組み立てられた足場であって、かつ「働きやすい安心感のある足場」とし、

（○二段手すり及び巾木　●メッシュシート張りなど）を設置する。

※Ａ種　　○Ｂ種　　○Ｃ種　　○Ｄ種　　　　　　　（表２．２．１）

○Ａ種　　※Ｂ種　　○Ｃ種　　○Ｄ種　　○Ｅ種　　（表２．２．２）

※図示　　○

○１０㎡程度 ○１００㎡程度○６５㎡程度○３５㎡程度規模

○製図板備品

仕上

内壁、天井

屋根

休憩室

床

※図示　　○設計ＧＬ＝現状ＧＬ

※　ブレーカー、穿孔機、破砕機、圧砕機等による粉塵発生部に

　　常時散水を行う。

○建築工事標準詳細図　（平成１６年版）

枠組足場は、「手すり先行工法に関するガイドライン（厚生労働省平成１５年４

（２．２．１）

　　　　　　（２．２．２）

　　　　　　（２．４．１）
○ハ゜ンチカーヘ゜ット敷き○合板張り素地

○鉄板張り調合ヘ゜イント塗り

難い場合は手順を変更し、監督職員に報告する。

解体手順は、次の（１）から（７）による。ただし、解体施工の技術上これにより

　　　　　（１）　建築設備

　　　　　（２）　内・外装材

　　　　　（３）　屋根葺材等

　　　　　（４）　躯体

　　　　　（５）　基礎・杭その他

　　　　　（６）　構内舗装材

　　　　　（７）　地下埋設物、埋設配管

●電気設備

　　電気設備は、次の（１）から（７）に分別解体する。

　　　　　（１）　蛍光ランプ、ＨＩＤランプ

　　　　　（２）　小形ニ次電池

　　　　　（３）　機器類

　　　　　（４）　断熱材

　　　　　（５）　配管類

　　　　　（６）　電線・ケーブル類

　　　　　（７）　その他の電気設備

●機械設備

　　機械設備は、次の（１）から（６）に分別解体する。

　　　　　（１）　配管及びダクト

　　　　　（２）　機器類

　　　　　（３）　保温材

　　　　　（４）　浄化槽、ユニットバス

　　　　　（５）　衛生陶器類

　　　　　（６）　その他の機械設備

●内・外装材

　　建材については、（３．２．１）による。

　　　　　（１）　木材

　　　　　（２）　鋼製建具、アルミニウム建具及びステンレス製建具等

　　　　　（３）　せっこうボード

　　　　　（４）　ＡＬＣパネル

　　　　　（５）　壁、天井材等の金属下地

　　　　　（６）　その他の内・外装材等

　　倒壊又は落下防止に必要な措置を講ずる。

　　カーテンウォール等の取り外しは、取り付け部等の状況に十分注意し、

（３．２．１）

（３．２．１）

（３．４．１）

　　　　　　　　（３．５．１）

※　建築物等の解体に先立ち、各種設備の供給が停止していることを確認する。

　　なお、給水管、ガス管、ケーブル等の供給管等の切断は次の（１）及び（２）による。

　　　（１）　切断は、解体に支障がない位置で適切に行い、給水管、ガス管等は一次側

※　落下するおそれのある付属物は撤去する。

※　建築物等の解体に際して、周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は、

※　特別管理産業廃棄物等がある場合は、［特別管理産業廃棄物等の処理等］及び

　　［アスベスト含有建材の除去等］による除去及び改修を行う。

　　駆除等を行う。

※　電気設備のコンデンサ等は、残留電荷の確認を行い、必要に応じて放電する。

※　衛生器具等は、十分に洗浄を行い、汚水、汚物等による異臭の発生を防止する。

※　浄化槽、排水槽等で汚水及び汚物の残留がある場合は、回収を行うとともに

　　洗浄を行い、異臭の発生と周囲及び地中の汚染を防止する。

　　　　　　プラグ止めとする。また、切断位置は、記録を残し、監督職員に提出する。

　　　（２）　新たに配管・配線等の切り回しが必要となる場合は、監督職員と協議する。

　本章の項目及び特記事項の（　）内表示番号は、国土交通省大臣官房営繕部監修

建築物解体工事共通仕様書（平成１８年版）の該当項目、該当図又は該当表を示す。

　　内・外装材等は、次の（１）から（６）に分別解体する。ただし、アスベスト含有

章　　項　　　目　　　　特　　　　記　　　　事　　　　項

　　屋根防水材等は、次の（１）から（４）に分別解体する。

　　　　　（１）　防水層保護のコンクリート及びれんが等

　　　　　（２）　断熱材等

　　　　　（３）　アスファルト防水材

　　　　　（４）　その他の防水材等

●躯　体

　　躯体は、次の（１）から（５）に分別解体する。

　　　　　（１）　コンクリート

　　　　　（２）　鉄筋

　　　　　（３）　鉄骨

　　　　　（４）　木材

　　　　　（５）　その他の構造材

※　解体に当たっては、施工計画書の手順に従って進め、躯体の安定性を常に

　　確認する。

　　施工計画と相違する点を発見し、又は予見した場合は、工事を一時中断し、

　　必要に応じて適切な措置を講ずる。
※　解体に重機等を使用する場合は、使用する重機やコンクリート塊等の重量

　　及び振動や衝撃に対して、床・梁等に適切な補強を行い安全性を確保する。

　　監督職員と協議する。

　　　　　　　　（ⅰ）　解体は上階から順に１層ごとに解体する。

　　　　　（２）　躯体の地上外周部の解体は、次の（ⅰ）及び（ⅱ）による。

　　　　　　　　（ⅱ）　大スパンの場合、過荷重を避けるため、複数の重機等

　　　　　　　　　　　が集中することのないようにする。

　　　　　　　　（ⅰ）　片持ち梁等が張り出している外周部は、外側への転倒

　　　　　　　　　　　を防止するため、張り出し部分を先に解体するか、又

　　　　　　　　　　　　は適切な支持等を行う。

　　　　　　　　（ⅱ）　外周部を自立状態にする場合、その高さは２層分以下

　　　　　　　　一連の作業を終了させる。

　　　　　　　　（ⅰ）　高さは１層分以下とする。

　　　　　　　　（ⅱ）　１回の転倒解体部分（以下、転倒体という。）は、柱

　　　　　　　　　　　２本以上を含み、幅は１～２スパン程度とする。

　　　　　　　　（ⅲ）　転倒体の壁の縁切り、柱脚部の転倒支点の欠き込み等

　　　　　　　　　　　に当たっては、事前に転倒防止措置を講ずる。

　　　　　（４）　部材解体等による場合は、次の（ⅰ）及び（ⅱ）による。

　　　　　　　　（ⅰ）　解体範囲を部材ごと、又はブロック単位ごとに、形状

　　　　　　　　　　　・寸法及び重量等を十分に検討し、落下及び転倒防止

　　　　　　　　　　　のため仮吊り又は仮支持を行い切り離す。

　　　　　　　　（ⅱ）　切り離した部材又はブロックは、落下及び転倒に十分

　　　　　　　　　　　注意し、クレーン等により吊り下げ、地上又はステー

　　　　　　　　　　　ジ上に降ろして分別解体する。

※　解体工法は、次の（１）から（４）による。ただし、これにより難い場合は、

※　異種構造及び増改築部等の解体に当たっては、接合部の強度等に十分注意

　　し、安全確保に努める。

基礎等は、騒音・振動等に配慮し、分別解体する。

　　　　　（１）　階上からの作業による破砕解体は、次の（ⅰ）及び（ⅱ）による。

※　杭の解体は、ＧＬ－３，０００ｍｍまでとする。

※　杭は分別解体する。

※　杭の解体工法は、次の（１）又は（２）により、その適用は特記による。

　　　　　　　　引抜き作業を行い引抜き跡には、地盤の安定を維持するため山

　　　　　　　　砂等の充填材を充填する。

　　　　　　　　の安定を維持するため山砂等の充填材を充填する。

○　高強度のＰＣ杭等は、専門工場で分別解体する。

（３．６．２）

（３．７．１）

　　　　　　　　（３．７．１）

（３．８．１）

（３．８．２）

　　　　　　　　　　　とし、安全性を確保する。

　　　　　（３）　地上外周部の転倒解体は、次の（ⅰ）及び（ⅲ）により、速やかに

※　アスファルトコンクリート及びコンクリート等は、分別解体とする。

※　地下埋設物及び埋設配管等は分別解体する。

※　解体後の整地は、地均し等を行う。

※　樹木等の伐採抜根及び移植は、図示による。

※　地下埋設物及び埋設配管等の解体は、図示による。

※　解体後の埋戻し及び盛土は図示による。

（３．１０．１）
　埋設配管等　

　　　　　　　　（３．９．１）

　　　　　　　　（３．１１．１）

処理工事

～

施工調査等 ※石綿障害予防規則及び改修標仕による

　除去等（一般事項）」による。

施工業者

※「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」（民間開発建設技術の技術

　証明を有する工法の施工業者

　（アスベスト成形板等の処理工事についても同様とする。）

処理を行うアスベスト成形板の仕様

種　　　　　　類

　○化粧石膏ボード

　○ビニル床タイル

　○石綿保温材

　○けいそう土保温材

　○塩基性炭酸マグネシウム保温材

　○けい酸カルシウム保温材

　○親水性パーライト保温材

　○繊維混入けい酸カルシウム板

種　　　　　　類

○

○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

処理を行う範囲 ※図示（仕上げ表による　床・壁・天井毎に種別を確認）

○全ての室

○ ○石綿ロックウール

○押出成形セメント板

○化粧石綿セメント板

確認を行うこと。

（２）アスベスト成形板の種別、厚さ等の確認

（３）アスベスト成形板使用数量の確認

（４）施工範囲等の確認

　　　について行う。　調査結果は図面により記録し監督職員に提出する。

※　分析機関　（参考）

　し、事前分析検査（定性分析・定量分析）を実施し，アスベスト

※アスベストが０．１％を超えて含有するか否かの分析方法

　※仕上表において，アスベスト含有が「不明」と記載された内装材等の撤去に際

（１）アスベスト成形板使用部位の確認

記載上の成形板及びその使用範囲以外についても監督職員と協議の上

○吹付けアスベストの除去工事

（ワイズアソシエーション、（財）関西環境管理技術センター，
　エヌエス環境，　㈱コベルコ科研）

（９．１．１）

（９．１．３）

アスベスト粉じん濃度測定 ※表９．１．１によるほか「８　アスベスト含有建材の

　審査・証明事業認定規定（昭和６２年７月２８日建設省告示第１４５１号））の

※その他詳細は「８（１）　アスベスト含有吹付け材の除去（レベル１）」による。

※その他詳細は「８（３）　アスベスト含有吹付け材の除去（レベル３）」による。

厚さ（㎜）

　　　　　　　　　（６．１．４）

　　　　　　　　　（６．２．１）

　　　　　　　　　（６．２．２）

　　　　　　　　　（６．２．３）

　　　　　　　　（６．２．４）

章　　項　　　目　　　　特　　　　記　　　　事　　　　項

　本章の項目及び特記事項の（　）内表示番号は、国土交通省大臣官房営繕部監修

建築物解体工事共通仕様書（平成１８年版）の該当項目、該当図又は該当表を示す。

※　アスベスト含有建材の除去に当たっては、石綿作業主任者技能講習又は

　　測定方法－第一部：位相差顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による。

※　測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。

※　アスベスト粉塵濃度測定における計数分析は、作業環境測定士が行うもの

　　とする。

※　アスベスト含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に

　　相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。

　　うちから、アスベスト作業主任者を選任し、必要な管理を行わせる。

※　アスベスト含有建材の除去に従事する作業者（以下「除去作業者」という。

　　平成１８年　３月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者の

　　）は、石綿障害予防規則（平成１７年厚生労働省令第２１号。以下、「石綿則

　　一般健康診断、石綿健康診断、じん肺健康診断を受信した者とし、肺機能

　　」という。）に基づく特別の教育を受けた者とする。また、除去作業者は、

　　に異常がない者とする。

※　アスベスト作業主任者名と職務内容、関係者立入禁止、喫煙・飲食の禁止、

　　アスベスト除去作業中等の表示を行う。

※　アスベストの有害性、取扱い上の注意事項、使用すべき保護具の掲示を行

　　なう。

※　「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ（労働基準監督署への届出内

　　容、粉塵飛散抑制措置、ばく露防止措置等）」を周辺住民の見やすい場所

　　に掲示する。

※　作業者は、作業内容に応じた呼吸用保護具、保護めがねを使用するととも

　　にアスベストが付着しにくく、付着したアスベストが容易に除去できる作

　　業衣又は保護衣を着用する。

※　アスベスト粉塵濃度の測定方法は、「ＪＩＳ　Ｋ３８５０－１　空気中の繊維状粒子

　 　　　（６．２．５）

※　除去に伴い、アスベストの作業場から外部への飛散防止及び処理を行わな

　　い他の部位への汚染を防止するため、プラスチックシート等を用いて離隔

　　する。

※　離隔した作業場内は、負圧粉塵装置により、常時負圧を保つ。

※　離隔した作業場への出入りによるアスベスト粉塵の二次汚染を防止するた

　　め、前室、洗浄室及び更衣室の３室で構成するセキュリティゾーンを設置

　　する。

※　更衣室には洗眼又はうがいの設備を設ける。ただし、現場内の他の場所に

　　これらの設備を設ける場合はこの限りではない。

※　洗浄室にはエアシャワー設備又は温水シャワー設備を設ける。

　　　　　（１）　アスベスト含有吹付け材を粉塵飛散抑制剤等により十分に湿潤

　　　　　　　　化し、その後に除去する。

　　　　　（２）　除去するに当たっては、飛散抑制剤等の効果を確認し、ケレン

　　　　　　　　棒等により、アスベスト含有吹付け材を掻き落とす。

　　　　　（３）　付着しているアスベスト含有吹付け材が残った場合は、再度湿

　　　　　　　　潤化し、ワイヤーブラシ等を使用して取り除く。

　　　　　　　　防止処理剤を散布する。

※　除去物及び汚染物等

　　除去したアスベスト含有吹付け材等の処理は以下による。

　　　　　○セメント固化

※　汚染物等

　　離隔養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機

　　フィルタ、粉塵機フィルタ等も密封処理（二重袋梱包）により処理する。

　　保管、運搬、処分等

※　除去したアスベスト含有吹付け材等の保管、運搬及び処分は以下による他、

　　５．３．１　「運搬、処分及び回収の委託」による。

※　除去したアスベスト含有吹付け材等を搬出するまでの間、現場に保管する

　　場合は、一定の保管場所を定め、他の内装材等と分別して保管するものと

　　し、シートで覆う等、飛散防止措置を講ずる。また、保管場所には、アス

　　ベスト等の保管場所であることの表示を行う。

※　除去したアスベスト含有吹付け材の処分

　　　　　（４）　十分に除去が行われたことを確認した後に、除去面に粉塵飛散

　　　　　（１）　密封処理又はセメント固化したものは、特別産業廃棄物として

　　　　　　　　管理型処分場に埋立処分する。

　　　　　（２）　アスベスト含有吹付け材を溶融固化する場合は、アスベストの

　　　　　　　　中間処理に適する溶融施設によって行う。

　本章の項目及び特記事項の（　）内表示番号は、国土交通省大臣官房営繕部監修

建築物解体工事共通仕様書（平成１８年版）の該当項目、該当図又は該当表を示す。

※　除去等は、「７　環境配慮改修工事」によるほか、以下による。

　　　　　　　　（６．３．３）

（６．３．２）

　　　　（６．３．１）

着　　　工　　　前

工　　　事　　　中

（　　　　）　箇所

※その他詳細は「現場説明事項書」による。

　マニュアル」及び「建築物の解体等工事における石綿粉じんへの

　ばく露防止マニュアル」によること。

　「平成１７年度　環境省委託事業報告書建設物の解体等に係る石綿飛散防止対策

※添付図面は（既存建物図面）は参考図扱いとし、解体工事に先立ち事前の現地調査

　をもとに実数量等を把握し、施工計画を作成し、監督職員の承諾を受けること。

●屋根葺材

　　屋根葺材等は、次の（１）から（４）に分別解体する。

　　　　　（１）　長尺金属板及び折板等

　　　　　（２）　粘土瓦及びセメント瓦等

　　　　　（３）　屋根葺材等の金属下地

　　　　　（４）　その他の屋根葺材等

（３．６．１）

　本章の項目及び特記事項の（　）内表示番号は、国土交通省大臣官房営繕部監修

建築物解体工事共通仕様書（平成１８年版）の該当項目、該当図又は該当表を示す。

※　アスベスト含有保温材等の除去に伴い、アスベストの作業場から外部への飛散

　　防止のため、養生シート等を用いて囲う。

※　アスベスト含有保温材等の除去作業を行う施工範囲は、当該作業者以外立入り

　　禁止とする。

※　アスベスト含有保温材等の除去にあたり、掻き落し・破砕・切断による方法の

　　場合又は特記により作業場の離隔を行う場合は、「８（１）　アスベスト含有吹

　　付け材の除去（レベル１）」を適用する。

※　アスベスト含有保温材等の除去は、原則として粉塵飛散抑制剤により湿潤化し

　　た後に、「手ばらし」で行う。

　　１）」による。

　　保管、運搬、処分等 　　アスベスト等の保管、運搬、処分等］による。

　　　　　　　　（６．４．３）

（６．４．２）

※　「手ばらし」以外の場合は、「８（１）　アスベスト含有吹付け材の除去（レベル

※　除去したアスベスト含有保温材等の保管、運搬及び処分は、６．３．３［除去した

　本章の項目及び特記事項の（　）内表示番号は、国土交通省大臣官房営繕部監修

建築物解体工事共通仕様書（平成１８年版）の該当項目、該当図又は該当表を示す。

　　防止のため、養生シート等を用いて囲う。

　　禁止とする。

※　アスベスト含有成形板の除去に伴い、アスベストの作業場から外部への飛散

※　アスベスト含有成形板の除去作業を行う施工範囲は、当該関係者以外立入り

　　「手ばらし」で行う。

※　やむを得ず破壊しなければならない場合は、十分に湿潤化した状態で作業を

　　行う。

※　除去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より

　　投下しないことの他、粉塵の飛散防止に努める。

※　破砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化のうえ、丈夫なプラスチック袋に

　　入れる等飛散防止の措置を講ずる。

　　保管、運搬、処分等 　　［運搬及び処分の委託］による。ただし、処分は原形のまま埋立処分とし、そ

　　れにより難い場合は、監督職員と協議する。

※　除去したアスベスト含有成形板を現場に保管する場合は、一定の保管場所を定

　　め、他の廃棄物と分別して保管するものとし、シートで覆う等、飛散防止措置

　　を講ずる。

　　また、保管場所には、アスベスト等の保管場所であることの表示を行う。

※　アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車輌の荷台全体をシート等で

　　覆い、飛散防止に努める。

（６．５．２）

※　除去したアスベスト含有成形板の保管、運搬及び処分は以下による他、４．３．１

　　　　　　　　　（６．４．１）

１
一
般
共
通
事
項

２
仮
設
工
事

解
体
工
事

３

４
環
境
配
慮
改
修
工
事

５
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
の
除
去
等（

一
般
事
項）

　厚さ（㎜）

　　　　　　　　（６．５．１）

　　　　　　　（６．５．３）

６
（２）

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
保
温
材
等
の
除
去（

レ
ベ
ル
２）

６

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
成
形
板
の
除
去（

レ
ベ
ル
３）

（３）

６
(１)
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
吹
付
け
材
の
除
去（

レ
ベ
ル
１）

○２０㎡程度

○

○防音パネル　○防音シート　●養生シート　○ネット及び養生シート

○屋根防水

　監督職員の承諾する施工業者

○石綿スレート板（外装） ○０.６

○施工調査

　※アスベスト成形板等の撤去に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項

確認方法　○　成形板の製造年等の確認 ○　Ｘ線解析法

　　○定性分析・・・位相差分散顕微鏡法及びＸ線回析法

　　○定量分析・・・Ｘ線回析法

　　　　　○密封処理（二重袋梱包）
　　　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　（平成２２年版）

※建築物解体工事共通仕様書　国土交通省大臣官房長官営繕部監修　（平成１８年版）

○木造建築工事標準仕様書　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　（平成２２年版）

①

棟　　　　名 構造・階数 区　分 　建築面積（㎡）　延べ面積（㎡） 備　　考

　含有の有無等を確認の上、撤去処分とする。

アスファルトコンクリート塊：

木材、木くず　　　　　　　：

㈱近畿環境開発

㈱近畿環境開発

㈱近畿環境開発

㈱近畿環境開発

・跡地整備工事

○ヒ゛ニル床シート敷き

○合板又は石こうボード張り、合成樹脂エマルションヘ゜イント塗り

○塗装溶融亜鉛メッキ鋼板張り

○設ける（畳敷き）

○机 いす 書棚 黒板

雨がっぱ温度計 保護帽

掛時計

懐中電灯

消火器冷暖房機器衣類ロッカー

工事写真の撮り方　（改訂２版）　建築編掃除具湯沸器

解体共仕（平成１８年版）

建築改修工事監理指針　（平成１６年版）

○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

加入電話の付属電話機

○

○

○ ○

○

○

○

構内既存の施設　　●利用できない　○利用できる（○有償　○無償　）

構内既存の施設　　●利用できない　○利用できる（○有償　○無償　）

　　　　●（１）　引抜き工法は、杭と地盤との摩擦を減ずるなど、適切な方法で

　　　　○（２）　破砕する場合は、振動に注意して作業を行う。破砕跡には地盤

・外構工作物撤去

部数（ネガ１枚につき）

　㎡

建築解体工事特記仕様書

－

　　　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　（平成１９年版）

●建築工事標準詳細図　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　（平成１７年版）

○アスファルトコンクリート塊　　●セメントコンクリート塊　●木材、木くず

●指定副産物の搬出

○レベル１，２，３に対する除去方法等は、

●9.0●吸音テックス

京丹波町篠原石佛25番地

330.74

116.73 116.73共同住宅木造平屋建て　町有施設

1　適用基準等

2　建築材料等

3　特別な材料の工法

4　風圧力及び積雪

5　現場代理人

6　建設機械

7　設備工事との取合い

8　工事工程報告

9　工事実績情報の登録

10　施工体制台帳等

11　施工図等の取扱い

13　建設副産物対策等の

14　電気保安技術者

17　発生材の処理等

18　技能士（１．６．２）

1　足場その他

2　散水養生

3　監督職員事務所

4　工事用水　

7　設計ＧＬ

5　工事用電力

6　仮囲い等　

1　事前措置　　

2　解体手順　　

3　建築設備　　

4　内・外装材

5　屋根葺材　　

6　屋根防水　　

7　躯体　　　　

8　躯体の解体

9　基礎等　　

10　杭　　　　　

11　構内舗装等

12　地下埋設物・　

13　整地・埋戻し・盛土

1 　アスベストの

2　専門工事業者

3　作業主任者

4　除去作業者

5　表示及び掲示

6　保護具・保護衣

1　作業場の離隔等

2　工法　　　　

1　　養生等

2　　工法　　　

1　養生等

2　工法　　　　

12　工事写真

（１．２．４）

15　施工条件

　　　　　　（１．３．３）

　　　　　　（１．３．５）

16　環境保全等

　　　　　　（１．３．９）

3　除去したアスヘ゛スト等の

3　除去したアスヘ゛スト等の

3　除去したアスヘ゛スト等の

１　アスヘ゛スト粉塵濃度測定

●アスベスト成形板等の処理工事

Ａ-０２

６
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工事進入口を示す

約860㎡敷地内全域草刈

整地の上、養生鉄板敷t=20

凡　例

砕石にて転圧

樹木 伐根･伐採 リスト

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

数量(本)

10.0

10.0

幹のみ

2.0

5.0

2.0

5.0

2.0

5.0

5.0

5.0

1.0

7.0

3.0

Ｗ(m)

12.0
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2.0

3.0

6.0

2.0
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3.0

5.0

5.0

5.0
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5.0
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②
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7,
0
0
0

5
,
2
00

3
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3,
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0

道
路
幅
員
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民家

小屋

4,300
GL±0

＋3200

＋5200

＋7000

　配置図　1/200　

 一級建築士　第125552号　内田　清次

株式会社 一級建築士事務所コム・キューブ
京 丹 波 町

検
　
図 工事名

施設名主
　
査

主
　
任 11

町有施設

1/5,000　1/200

附近見取図・配置図兼仮設計画図 ６
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　1階平面図　　1/100　 　屋根伏図　　1/100　

内 部 仕 上 表

 一級建築士　第125552号　内田　清次

株式会社 一級建築士事務所コム・キューブ
京 丹 波 町

検
　
図 工事名

施設名主
　
査

主
　
任 11

町有施設

1/100

脱衣場

和室１

和室２和室３

和室４ 台所

浴室

便所

1
,
9
67
.
5

1
,
01
2
.
5

2
,9
2
2
.5

9
8
0

2
,
73
0

8
7
0

7
,
87
0

4
,5
8
0

1
,
96
7
.
5

1
,
0
1
2.
5

95
5

1
,
8
02
.
5

9
2
7.
5

3
0
0

990 2,980 3,935 2,105 3,640 500

10,010 217.5 4,140

1
,
0
1
2.
5

2
,8
6
5

1
,0
1
2
.5

2
,
9
80

4
,8
9
0

990 1,025 3,922.5 2,922.5 1,600

10,460

広縁

本床

床脇

書院

押入押入

土間

便所
洗面所

物置

押入

押入

押入

天井

廻り縁

壁

腰壁

巾木

床

天井

廻り縁

壁

腰壁

巾木

床

木製

木天井下地

和
室
１

和
室
２

畳敷き 木床組

木床組

CH＝2,210

CH＝3,070

畳敷き　一部木板貼

畳寄せ

畳寄せ

格天井

天井

廻り縁

壁

腰壁

巾木

床

竿縁天井

木製

木製

木板貼

土間CONモルタルコテ仕上げ

土壁

CH＝3,480

土壁

土壁

土壁

竿縁天井

土
間

B

A

A

AA

A

天井

廻り縁

壁

腰壁

巾木

床

木製

木製

木天井下地

木床組

台
所

木板貼

CH＝2,100

天井

廻り縁

壁

腰壁

巾木

床

木製

木天井下地

木床組

天井

壁

腰壁

巾木

床

木製

木天井下地

天井

廻り縁

壁

腰壁

巾木

床

木製

木天井下地

木床組

木床組

和
室
３

和
室
４

畳敷き

クロス貼

CH＝3,070

CH＝2,120

畳敷き　一部木板貼

畳寄せ

畳寄せ

竿縁天井

土壁

土壁

C

B

庇：亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0

A

屋根：ﾋﾞﾆｰﾙ波板厚0.4

屋根：ｶﾗｰ鉄板波板厚0.4

仕 上記号

C

C

廻り縁

壁

腰壁

巾木

床

便
所

ベニヤ貼

木製

木製

木板貼

竿縁天井

木床組

天井

天井

廻り縁

壁

腰壁

巾木

木天井下地

床

浴
室

CH＝2,100

木製

塩ビ鋼板複合パネル

塩ビ鋼板複合パネル

タイル貼

土間CON

天井

廻り縁

壁

腰壁

巾木

床

木製

木天井下地

脱
衣
場

CH＝2,100

木製

木板貼 木床組

CH＝2,020

CH＝2,120

天井

廻り縁

壁

腰壁

巾木

床

木製

木製

木天井下地

木床組木板貼

CH＝2,100

洗
面
所

A

聚楽塗り

聚楽塗り

聚楽塗り　一部クロス貼

聚楽塗り　一部クロス貼

木天井下地

木天井下地

化粧ボード貼

合板
物
置
・
押
入

合板貼

合板貼

モザイクタイル貼

土壁

キッチン前面タイル貼

化粧ボード貼

化粧ボード貼

化粧ボード貼

化粧合板貼

化粧合板貼

化粧合板貼

A

Ｂ’

Ｂ

ＡＡ’

６

Ａ-０４

平面図・屋根伏図

廻り縁

（床面積　113.09㎡）
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 一級建築士　第125552号　内田　清次

株式会社 一級建築士事務所コム・キューブ
京 丹 波 町

検
　
図 工事名

施設名主
　
査

主
　
任 11

町有施設

07 1/100

窓木枠・木部：ＯＰ塗I

床下換気口

G

C

B

F

庇：亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0

D

E

A

外壁：しっくい塗

外壁：杉板厚15の上ＯＰ塗

H

屋根：ﾋﾞﾆｰﾙ波板厚0.4

屋根：ｶﾗｰ鉄板波板厚0.4

外壁：ｶﾗｰ鉄板波板貼厚0.6

仕 上記号

外壁：土壁塗

J 窓ｱﾙﾐ枠

F J

C

G

　南立面図　　1/100　 　北立面図　　1/100　

　東立面図　　1/100　 　西立面図　　1/100　
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